
 

 

教企第２１３号  

令和５年５月２日  

 

各県立学校長 殿 

 

山梨県教育委員会教育長  

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づく「協力要請」 

の終了及び５類感染症への変更に伴う主な施策の変更点について（通知） 

 

 平素より、新型コロナウイルス感染拡大防止対策への御理解と御協力をいただ

き、感謝申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症については、４月２７日に国において、５月８

日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律

第１４号）上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、５類感染症に

位置づけることとされたところです。 

そのため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づく新型コ

ロナウイルス感染拡大防止への「協力要請」については、予定どおり５月７日をも

って終了となりますのでお知らせいたします。 

併せて、５類感染症への変更に伴う主な施策の変更点について、別添のとおり送

付いたします。 

 つきましては、適切に御対応いただきますようお願いいたします。 

 

 

  

教育庁総務課教育企画室 

 教育政策担当 名取 

TEL：055-223-1750 

 



教企第２１３号  

令和５年５月２日  

 

総合教育センター所長 殿 

 

山梨県教育委員会教育長  

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づく「協力要請」 

の終了及び５類感染症への変更に伴う主な施策の変更点について（通知） 

 

 平素より、新型コロナウイルス感染拡大防止対策への御理解と御協力をいただ

き、感謝申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症については、４月２７日に国において、５月８

日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律

第１４号）上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、５類感染症に

位置づけることとされたところです。 

そのため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づく新型コ

ロナウイルス感染拡大防止への「協力要請」については、予定どおり５月７日をも

って終了となりますのでお知らせいたします。 

併せて、５類感染症への変更に伴う主な施策の変更点について、別添のとおり送

付いたします。 

 つきましては、適切に御対応いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

  

教育庁総務課教育企画室 

 教育政策担当 名取 

TEL：055-223-1750 

 



教企第２１３号  

令和５年５月２日  

 

各教育事務所長 殿 

 

山梨県教育委員会教育長  

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づく「協力要請」 

の終了及び５類感染症への変更に伴う主な施策の変更点について（通知） 

 

 平素より、新型コロナウイルス感染拡大防止対策への御理解と御協力をいただ

き、感謝申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症については、４月２７日に国において、５月８

日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律

第１４号）上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、５類感染症に

位置づけることとされたところです。 

そのため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づく新型コ

ロナウイルス感染拡大防止への「協力要請」については、予定どおり５月７日をも

って終了となりますのでお知らせいたします。 

併せて、５類感染症への変更に伴う主な施策の変更点について、別添のとおり送

付いたします。 

 つきましては、適切に御対応いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

  

教育庁総務課教育企画室 

 教育政策担当 名取 

TEL：055-223-1750 

 



教企第２１３号  

令和５年５月２日  

 

各市町村（組合）教育委員会教育長 殿 

 

山梨県教育委員会教育長  

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づく「協力要請」 

の終了及び５類感染症への変更に伴う主な施策の変更点について（依頼） 

 

 平素より、新型コロナウイルス感染拡大防止対策への御理解と御協力をいただ

き、感謝申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症については、４月２７日に国において、５月８

日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律

第１４号）上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、５類感染症に

位置づけることとされたところです。 

そのため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づく新型コ

ロナウイルス感染拡大防止への「協力要請」については、予定どおり５月７日をも

って終了となりますのでお知らせいたします。 

併せて、５類感染症への変更に伴う主な施策の変更点について、別添のとおり送

付いたします。 

 つきましては、適切に御対応いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

教育庁総務課教育企画室 

 教育政策担当 名取 

TEL：055-223-1750 

 


